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能代市外国人日本語学習支援事業プロポーザル募集要項 

 

１ 業務の概要 

業 務 名：能代市外国人日本語学習支援事業 

業務内容：市が、市内在住もしくは市内企業で就労予定の外国人材に対し日本語学習ツ

ールを提供し、日本語能力の向上を図ることを目的とした事業を行うた

め、市に対しクラウドサービスによる日本語学習ツールを提供する。 

※詳細は仕様書のとおり  

契約期間：令和７年７月１日から令和８年３月３１日 

上 限 額：令和７年度 ２，５００千円 

     （消費税及び地方消費税相当額を含む） 

     ※見積書（様式５）がこの金額を超えないこと。 

      ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、本業務の規模を

示したものである。 

 

２ 趣旨 

市内在住もしくは市内企業で就労予定の外国人に対し、オンライン日本語学習ツール

を提供し学習機会を作ることで、外国人の日本語能力を向上させ、就労の円滑化や地域

とのコミュニケーション機会創出へとつなげることを目的とし、市に対しクラウドサー

ビスによる日本語学習ツールを提供するものである。 

 

３ 参加資格要件   

本業務の募集に参加できる者は、資格確認の基準日を、参加表明書の受付期限日とし

て次に掲げる参加資格要件の全てを満たす法人、団体、個人事業者とする。 

（１）令和６・７年能代市物品等指名競争入札等参加資格者名簿に登載されている者で

あること。 

（２）国・秋田県及び本市の指名停止期間中でないこと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９条第１項若し

くは第２項の規定に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れていない者。申立てがなされた者にあっては、再生計画認可の決定又は更生計

画認可の決定がなされている者。 

（４）暴力団又は暴力団員の統制の下にある法人等でないこと。 

（５）市税等の滞納がないこと。 
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４ 欠格事由 

次のいずれかに該当することとなったときは、本件プロポーザルに参加することがで

きない。 

（１）３に掲げる参加資格要件を満たさなくなったとき。 

（２）提出書類に虚偽の記載をしたことが明らかとなったとき。 

（３）その他公平な審査を妨害する行為があったと認められるとき。 

 

５ スケジュール及び受注者決定までの手順 

項  目 日  程 

① プロポーザル実施の公告 令和 ７年 ４月１７日（木） 

② 参加表明書の提出期間 

 

令和 ７年 ４月１７日（木） 
     ～４月３０日（水） 

③ 質疑の受付期間 

 

令和 ７年 ４月１７日（木） 
     ～４月２５日（金） 

④ 質疑への回答 令和 ７年 ４月２８日（月） 

⑤ 参加資格者確認結果通知 

○参加資格確認 

○提案書、企画提案書の提出依頼 

令和 ７年 ５月 ８日（木） 

⑥ 提案書の提出期限 令和 ７年 ５月２１日（水） 

⑦ 審査・ヒアリング 

○プレゼンテーション 

○受託予定者の選定 

○選定委員会 

令和 ７年 ５月下旬 

⑧ 契約締結 令和 ７年 ６月中旬 

⑨ 業務開始 令和 ７年 ７月 １日（火） 

※上記スケジュールは、変更となる場合がある。 

※説明会は開催しない。 

 

６ 参加表明書等の提出 

  プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり参加表明書等を提出すること。 

（１）提出書類 ① 参加表明書（様式１） 

        ② 会社（団体）概要及び役員構成報告書（様式２） 

③ 納税証明書 

※市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

（２）提出部数  １部 

（３）提出方法  提出期間内に上記提出書類を能代市企画部総合政策課企業連携室へ

下記のいずれかの方法により提出すること。 
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・電子メール（送信後、市に対し必ず電話等で受信確認を行うこと） 

 提出先アドレス：  

・持参又は郵送・宅配等（書留やレターパック等、受取確認ができる

方法）によること。（提出期間内必着） 

（４）提出場所  〒０１６－８５０１ 秋田県能代市上町１番３号 

       能代市企画部総合政策課企業連携室 

TEL：０１８５－８９－２２０９ 

MAIL:  

 （５）提出期間  令和７年４月１７日（木）から４月３０日（水）まで 

（土・日・祝日は除く。午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

７ 質疑及び回答 

質問がある場合は、質問書を次のとおり提出すること。 

（１）提出様式  様式６を使用すること。 

（２）提出部数  １部 

（３）提出方法  提出期間内に上記提出書類を能代市企画部総合政策課企業連携室へ

下記のいずれかの方法により提出すること。 

・電子メール（送信後、市に対し必ず電話等で受信確認を行うこと） 

 提出先アドレス：  

・持参又は郵送・宅配等（書留やレターパック等、受取確認ができる

方法）によること。（提出期間内必着） 

（４）提出期間  令和７年４月１７日（木）から４月２５日（金）まで 

（５）回答方法  令和７年４月２８日（月）午後５時までに市ホームページに、公開

する。なお、質問の回答は、本要項の追加又は修正とみなす。 

 

８ 参加資格確認の結果及び提案書等の提出依頼 

  参加表明書等の書類審査後、プロポーザルへの参加資格確認の結果及び提案書等の提

出依頼について令和７年５月８日（木）までに郵送及び電子メールにより通知する。 

 

９ 提案書等の提出 

提案書等の提出依頼を受けた者は、次のとおり書類を提出すること。 

提案書、企画提案書、見積書、見積内訳書について、受理後の差し替え、追加、削除

等は一切認めない。 
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（１）提出書類 

 

 

 

 

 

※５ 見積内訳書は、（任意様式、ただしＡ４版で片面印刷とする。） 

 

（２）提出部数  ８部（原本１部、写し７部）※電子メールの場合は原本１部のみ 

（３）提出方法  提出期間内に上記提出書類を能代市企画部総合政策課企業連携室へ

下記のいずれかの方法により提出すること。 

・電子メール（送信後、市に対し必ず電話等で受信確認を行うこと） 

 提出先アドレス：

・持参又は郵送・宅配等（書留やレターパック等、受取確認ができる

方法）によること。（提出期間内必着） 

（４）提出期間  令和７年５月１２日（月）から令和７年５月２１日（水） 

（土・日・祝日は除く。午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

１０ 企画提案書の作成要領 

企画提案書は、次により作成する。書類はファイリング・製本等はせず、複数ペ

ージにわたるものは左上１か所ホチキス止めとする。 

下記企画提案書内容について、Ａ４版１２枚以内（両面印刷可）、横書き、文字 

サイズ１１ポイント以上で具体的かつ簡潔に記載すること。なお、図表等の挿入は

可とし、図表等に用いる文字サイズは指定しない。 

 提 出 書 類 様式等 

１ 提案書 様式３ 

２ 企画提案書 任意 

３ 配置予定者の氏名・実績等報告書 様式４ 

４ 見積書 様式５ 

※５ 見積内訳書 任意 

企画提案書について 

（１）事業目的について 

①本事業目的 

（２）実施体制について 

①サポート体制等について 

②個人情報の取り扱い 

（３）日本語学習ツールについて 

①多言語対応の豊富さ 

②学習プランの詳細について 

（日本語能力試験及び特定技能試験等対応について） 

③サービスの詳細について 

 ※プレゼン時にはデモ画面により学習画面を見せてもらいます 

④管理画面について 

 市が利用者を管理する際の機能や画面等について 
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１１ 評価方法及び審査項目 

（１）プレゼンテーションを受け、次ページの審査項目ごとに評価する。 

プレゼンテーションは令和７年５月下旬に実施予定であり、正式な実施日時等は

別途通知する。 

（２）主たる担当者が中心となって、３名以内でプレゼンテーションおよび質疑応答を 

行わなければならない。 

（３）プレゼンテーションは３０分以内、質疑応答１０分以内とする。（計４０分） 

（４）プレゼンテーションにおいて、必ず管理画面及びＮ４対策、Ｎ３対策、特定技能

１号試験対策（業種は任意）のデモを含めること。 

（５）プレゼンテーションは非公開とする。ただし、本件業務の契約の締結後に、能代 

市情報公開条例（平成 18 年 3 月 21 日条例第 14 号）第５条の規定に基づく公文   

書の開示の請求があった場合は、プレゼンテーションに関する会議録等の全部又

は一部を開示する。 

 （６）事業者は、説明に当たって、事前に事務局に申し出した場合、パソコン、プロ 

     ジェクター、スクリーンを使用することができる。 

※プロジェクター及びスクリーンは事務局で用意する。 

※パソコンは、提案者が準備する。 

（７） 昨今の社会情勢を鑑み、Web 会議システム等を活用したオンラインプレゼンテー

ションも可とする。その場合、参加者は、当該プレゼンテーションの確実な実施

に向けて担当部署と事前に十分な協議調整を図ること。 

  

※プレゼン時にはデモ画面により学習画面を見せてもらいます 

（４）事業実績について 

・類似事業の実績等 

（５）その他追加機能について 

・仕様書に記載がないプラス要素について 

 ※市に提出した見積額の範囲内で実施できるものに限る 
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評価点数 各審査項目とも次の段階で評価する。 

評  価 評価点（５点） 評価点（１０点） 評価点（２０点） 

優れている ５ ９ ～ １０ １７ ～ ２０ 

良い ４ ７ ～ ８ １３ ～ １６ 

普  通 ３ ５ ～ ６ ９ ～ １２ 

やや劣る ２ ３ ～ ４ ５ ～ ８ 

劣る １ １ ～ ２ １ ～ ４ 

 

審査項目と評価点 次に定める審査項目について評価する。 

審   査   項   目 評価点 

（１）業務の理解度について 

① 本事業目的の理解度 ５点 

（２）業務体制について 

 ① サポート体制の妥当性 １０点 

 ② 個人情報の取り扱い（セキュリティ） ５点 

（３） 日本語学習ツールの機能について 

 ① 多言語対応の豊富さ １０点 

 ② 学習プランの豊富さ ２０点 

 ③ 学習内容の理解しやすさ ２０点 

 ④ 管理画面等の使いやすさ ２０点 

（４）事業実績について 

  ① 類似事業の実績等 １０点 

（５）その他追加機能について（加点要素） 

 ① 仕様書に記載がないプラス要素について 

※その機能やサービス等の内容を審査し、最大１０点

までの加点とする 

１０点 

（６） 参考見積金額について（加点要素） 

 ①予算の妥当性 

※本市の予算額より５％安くなるごとに２点ずつ加点

し、最大１０点までの加点【税込額での比較】 

１０点 

合計 １２０点 
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１２ 選定委員会 

（１）選定応募者の提案の内容を評価するため、選定委員会を設置する。 

（２）選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

①実施要領等を決定する。 

②企画提案書等の評価方法、評価基準等を決定する。 

 ③ヒアリング、企画提案書等を審査し、評価順位を決定し、受注予定者を特定する。 

  ④選定結果を市長に報告する。 

  ⑤その他必要と認めるもの 

 

１３ 受注予定者の特定 

（１）選定委員会における審査を経て、最も適切な者を特定する。 

（２）評価は、審査において各選定委員が付ける点数の平均点をもって行う。 

（３）評価は最大１２０点満点とし、最高得点の事業者を受注予定者とする。 

なお、審査項目（１）～（４）の合計点が、全事業者ともに６０点未満であれば、

受注予定者を特定しない。 

（４）最高得点事業者が複数である場合は、より安価な見積額の事業者を、受注予定者

とする。 

 

１４ 参加の辞退 

参加を辞退する場合は、次のとおり書類を提出すること。 

（１）提出書類 参加辞退届（様式７） 

 （２）提出部数 １部 

（３）提出方法 提出期間内に上記提出書類を能代市企画部総合政策課企業連携室へ 

下記のいずれかの方法により提出すること。 

・電子メール（送信後、市に対し必ず電話等で受信確認を行うこと） 

 提出先アドレス：sougou@city.noshiro.lg.jp 

・持参又は郵送・宅配等（書留やレターパック等、受取確認ができる

方法）によること。（提出期間内必着） 

（４）提出期限 令和７年５月２３日（金）まで 

（土・日・祝日は除く。午前８時３０分～午後５時１５分） 

 

１５ 契約について 

    選定委員会において受注予定者を決定後、その者と随意契約により契約を締結する。 

    受注予定者が契約を辞退するか資格要件を満たさなくなった場合は、６０点以上の

次点の者を受注予定者とし、その者と随意契約により契約を締結する。 

    参加表明書提出者若しくは提案書等提出者が１者のみの場合であっても審査を実施 

し、その提案内容が本業務の受注者に適していると認められる場合は、その者を受注 
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予定者として特定し、随意契約により契約を締結する。 

 

１６ 提案者の禁止行為及び提案無効に関する事項 

次の事項に当てはまる場合は、提案を無効とする。 

（１）応募関係書類に虚偽の記載があった場合。 

（２）審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

 

１７ 提案の著作権に関する事項 

提案の著作権は、提案者に帰属するものとする。 

 

１８ 提案に係る費用の負担に関する事項 

提案や提出書類に関する費用は、提案者の負担とする。 

 

１９ その他 

（１）提出された提案書等は、提案者の都合による変更を認めない。また、返却しない。 

（２）その他本要項に定めのない事項については、別途本市の指示によるものとする。 

 


